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Ⅰ．背景・経緯

人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニ
ーズの低下や地方部から都市部への人口移動
を背景とした土地の所有意識の希薄化等によ
り、不動産登記簿等の公簿情報を参照しても
所有者が直ちに判明しない、又は判明しても
所有者に連絡がつかない土地、いわゆる所有
者不明土地や、所有者による適正な管理がな
されない、又は期待できない空き地等、いわ
ゆる管理不全土地が全国的に増加している。
都市開発やインフラ整備等の地域内に存在す
る所有者不明土地は、所有者探索に多大な時
間や費用を要し、事業の進捗に支障を来すこ
とも多く、また、管理不全土地は、地域に関
わらず、草木の繁茂や害虫の発生等により周
辺に悪影響を与え得るなど、重大な問題とな
っている。

そうした課題を踏まえ、政府では、「所有
者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措
置法」（平成30年法律第49号。以下、「所有者
不明土地法」という。）の制定をはじめ、関
係省庁が連携し、所有者不明土地等問題に対
して取組を行ってきたところである。

本稿では、所有者不明土地等問題に関する
これまでの取組や、今後予定されている取組
の方向性について解説する。

Ⅱ．所有者不明土地等問題に関す
るこれまでの取組

1 ．所有者不明土地法
⑴　所有者不明土地法の概要

所有者不明土地法は、平成30年6月に成立
し、令和元年6月に全面施行された。同法に
おいては、ⅰ所有者不明土地を円滑に利用す
る仕組み、ⅱ所有者の探索を合理化する仕組
み、ⅲ所有者不明土地を適切に管理するため
の仕組みが創設されている。

ⅰ　所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
反対する権利者がおらず、建築物（簡易な

構造で小規模なものを除く。）がなく現に利
用されていないなど一定の条件を満たす所有
者不明土地を対象に、以下の2つの措置を設
けた。
①　地域福利増進事業の創設

これまで所有者不明土地は、公共事業以外
の事業への利用が困難であったが、所有者不
明土地法により、地域住民の福祉又は利便の
増進に資する事業（地域福利増進事業）への
一時的な利用を可能とする仕組みを構築し
た。これにより、最大10 年間（延長可能）、
公園や購買施設等、地域の活性化に役立つ施
設（原状回復可能なものに限る。）のために
利用することが可能となった。
②　公共事業における収用手続の合理化・円

滑化
土地収用法（昭和26年法律第219号）の事

所有者不明土地等問題に関する
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国土交通省 土地政策審議官部門　土地政策課

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

013-018_特集-今後の取組の方向性.indd   13013-018_特集-今後の取組の方向性.indd   13 2021/10/12   18:302021/10/12   18:30



14

RETIO.  NO.123  2021年秋号  

業認定を受けた収用適格事業について、収用
委員会に代えて、都道府県知事の裁定により、
所有者不明土地の収用等を合理的な手法で可
能とする特例措置を創設した。この特例措置
により、審理手続の省略、裁決の一本化によ
る効率的な収用手続が可能となった。

ⅱ　所有者の探索を合理化する仕組み
土地所有者等の探索において、住民票や戸
籍等の客観性の高い公的書類を調査すること
を原則とするなど探索の範囲を明確化したこ
とに加え、固定資産課税台帳といった、所有
者探索に有益な公的情報について、行政機関
の内部利用を可能とするとともに、地域福利
増進事業を実施しようとする者が、公簿書類
に記載された土地所有者の探索に資する情報
について、市町村長等に対し、その提供を請
求できること等とした。

ⅲ　所有者不明土地を適切に管理する仕組み
所有者不明土地の中には、ゴミの不法投棄、
雑草の繁茂等により周辺に悪影響を及ぼすも
のもある。このため、所有者不明土地法では、
所有者不明土地の適切な管理のために特に必
要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭
裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能
とし、選任された財産管理人によって、周辺
に悪影響を及ぼす所有者不明土地の適切な管
理を行うことができることとした。

これらの仕組みを推進するため、国土交通
省では、モデルとなり得る先進事例への支援
等を行うモデル調査の実施や、地方整備局等
ごとに設置している地方協議会を通じた地方
公共団体への支援といった取組を実施してい
る。

・モデル調査の実施
所有者不明土地を含む土地について、地域

福利増進事業等を実施しようとするNPO、
自治会、民間事業者、地方公共団体等に対し
て、対象となる事業地区の選定から権利者の
探索、事業計画の策定、地域における合意形
成、裁定申請等、事業実施段階に至るモデル
的な取組に係る経費の支援（1地区あたり上
限300万円）を行っている。これにより支援
した事例を通じて、事業化のノウハウ等の収
集・分析やNPO等の関係者各々の役割分担
の整理等を行い、他地域への普及・横展開を
促進していくものである。
本調査は令和元年度から実施しており、令

和3年度は7件の団体を採択し、モデル調査
の実施を予定している。

・所有者不明土地連携協議会による支援
所有者不明土地への対応にあたっては、地

域の実情に通じた市町村の職員等がその中核
的な役割を担うこととなるが、所有者不明土
地の権利者探索に係るノウハウや、財産管理
制度・不明裁決等の関連制度・手続等の実務
経験については、職員等関係者の間で、必ず
しも十分に蓄積され、又は共有されていると
は言い難い。このような実態の中で、制度の
積極的な活用を促進するためには、市町村職
員等（特に経験の浅い実務者）向けの具体的
な課題に即した平易な手引書等の作成、地域
福利増進事業の普及のための具体化、実務的
な手続の整理、具体事例の蓄積と横展開等が
必要である。
このような状況を踏まえ、所有者不明土地

を円滑に利用する仕組みや土地所有者等の探
索を合理化する仕組み等の活用を推進するた
め、地方整備局等のブロック毎の全国10地区
に地方整備局、都道府県、政令市、法務局の
行政機関及び関係士業団体等を構成員とする
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所有者不明土地連携協議会を設立した。この
協議会は、地方公共団体（主に市町村）職員
へ土地所有者等の探索等の用地業務のノウハ
ウの提供、所有者不明土地を利活用した先進
事例の情報提供、関係士業団体が持つ知見の
活用方法等の情報提供を行い、支援していく
ことを目的としている。
具体的には、所有者不明土地連携協議会に
おいて、用地業務や所有者不明土地の管理・
活用等に関すること、土地基本法（平成元年
法律第84号）の改正や不動産登記法（平成16
年法律第123号）の特例制度等、新たな所有
者不明土地対策に関連する諸政策に関するこ
とについて、講演会や講習会を実施し支援し
ている。

⑵　所有者不明土地法に係る施行状況
国土交通省が実施した市区町村に対する所
有者不明土地法に係る施行状況調査による
と、令和2年12月31日時点における固定資産
課税台帳等の土地所有者に関する情報の提供
は300件を超えるなど、所有者不明土地法で
規定された所有者探索を合理化する仕組み
は、広く利用されていることがうかがえる。
このように所有者探索を合理化する仕組み
が広く利用された結果、所有者が判明する場
合もある。土地収用法の事業認定を受けた収
用適格事業の特例措置については、令和3年
9月時点で5件（収用適格事業4件、都市計
画事業1件。）が裁定されているほか、令和
3年9月末には、地域福利増進事業の実施に
向けた裁定申請が1件（全国初事例）出るな
ど、その利用が進みつつある。

2 ．改正土地基本法
土地政策の基本理念等を定める土地基本法
は、バブル期の地価高騰による住宅取得の困
難化、社会資本整備への支障等、当時の社会

的問題への対応として、投機的取引の抑制等
の地価対策を主眼に置いた土地対策の方向性
を総合的に示すことを目的に制定された。し
かしながら、バブル崩壊と長期にわたる地価
の下落、土地神話の崩壊を経験し、またグロ
ーバル化の進展等の経済社会の構造変化等を
経て、土地をめぐる環境は大きく変容した。
そのような流れの中、所有者不明土地等問

題をはじめとする人口減少社会を迎えた中で
の土地に関する諸課題に対応し、土地に関す
る制度・施策を再構築する観点から、土地に
ついての基本理念、関係者の責務、国及び地
方公共団体の土地に関する基本的施策等を定
める土地基本法の見直しが行われた。
令和2年3月27日に成立し、同年3月31日

に公布・施行された改正土地基本法において
は、「土地の適正な『利用』『管理』の確保」
が必要であるとの理念が盛り込まれ、土地所
有者等の責務（登記等を通じた権利関係の明
確化、境界の明確化等）や国・地方公共団体
が講ずべき施策等が定められた。

⑴　改正土地基本法の概要
ⅰ　土地の適正な「管理」の必要性の明確化
改正前の土地基本法は、土地対策の目的と

して「適正な土地利用の確保」及び「正常な
需給関係と適正な地価の形成」の点を規定し
ており、基本理念においても、「適正な利用
と計画に従った利用」、「投機的取引の抑制」
等を規定していたところである。これらを受
け、法全般についても、「利用」と「取引」
に関する規定を中心に構成され、目的を達成
するための施策についても、規制により適正
な土地利用を確保するための施策を主に想定
していた。
他方、現在課題となっている所有者不明土

地の発生抑制等や、災害予防、災害復旧、災
害からの復興も含めた管理不全土地問題等へ
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の対応に当たっては、土地の適正な「管理」
の確保が重要である。そして、土地の適正な
「管理」の内容として、周辺の土地や近隣住
民等に悪影響を与えないために必要となる保
全行為（物理的管理）とともに、自らが有す
る土地に関する権利の内容を明確化するため
の措置が求められる。具体的には、自らが所
有者の権利者であること及びその所在を実態
に即して登記等により公示するとともに、自
らの権利の範囲である土地の境界の明確化に
努める行為（法的管理）が必要不可欠である。
そのような観点から、法目的や、土地につ
いての基本理念をはじめ、法全般にわたり土
地の適正な「管理」の確保の必要性を明確化
した。

ⅱ　土地所有者等の責務の明確化.
所有者不明土地の発生抑制・解消にも資す
る土地の適正な利用及び管理の確保のために
は、第一次的には土地所有者等が土地の適正
な利用及び管理について責務を負うことを位
置付けることが必要である。
一方で、改正前の土地基本法では国や地方
公共団体、事業者等の責務は規定されている
ものの、土地所有者等の責務については明確
にされていなかった。.
このため、広く土地所有者等に対し、土地
の適正な利用及び管理の確保に関する意識を
高め、その実践を促すことに加え、土地所有
者等が土地の適正な利用及び管理について責
務を有していることを前提として講じられて
いる様々な既存の法制度や施策の正当性を明
確にするとともに、土地所有者等の責務を前
提として、所有者不明土地の発生抑制等のた
めの仕組みを整備する観点から今後展開され
る民事基本法制の見直しをはじめとする施策
の理論的根拠を明確にし、それを後押しする
目的から、土地の適正な利用及び管理につい

て土地所有者等が責務を負うことを、土地基
本法において明示的に位置付けたものである。
なお、土地所有者等が、その責務に基づい

て一定の制約を受けることについては、日本
国憲法（昭和21年憲法）第29条が、法律の規
定によれば財産権の内容について公共の福祉
を理由とする制約を課することができる旨を
定めていること、同条の考えを土地について
敷衍するものとして土地基本法第2条が規定
するように、土地が一般の財と異なり、現在
及び将来における国民のための限られた貴重
な資源であること、その利用が他の土地の利
用と密接な関係を有すること等、公共の利害
に関係するという特性を有していることに鑑
み、公共の福祉が優先されるという点から、
当然に予定されているものと解されている。

ⅲ　土地基本方針
所有者不明土地等問題をはじめ、現在直面

する諸課題への対応のため、土地政策の再構
築が必要不可欠となっている中、各省等が講
じる個別施策、具体的には、民事分野におい
ては法務省、農地・林地においては農林水産
省等、多岐にわたる省庁による施策が講じら
れているが、これらの施策の実効性を高め、
効果的・総合的なものとするためには、個々
の施策の整合性を図るための調整や連携の確
保が必要となる。このため、土地基本法第2
章で規定する基本的施策で示される考え方に
加えて、それらの個々の施策の調整、連携を
確保するための指針となり得る基本的施策の
規定内容をより具体化した施策の方向性を示
す必要がある。
また、諸課題への対策のため、社会経済情

勢の変化に応じた施策の展開が必要であるこ
とを踏まえると、情勢の変化や施策の進捗に
応じた内容の見直しを適時に行うことができ
る柔軟な仕組みが必要となる。加えて、内容
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の見直しについては、法学や経済、防災、都
市計画、地方行政等多岐に渡る分野の専門的
な見地からの検討が必要である。
これらを踏まえ、土地政策全般の政府方針
として、土地基本法第2章の基本的施策で規
定される施策の基本的な方向性をより具体的
に示し、政府等が講じる施策間の整合性を図
るための調整や連携を確保するとともに、土
地政策に関する専門性を有する国土審議会へ
の諮問を経ることで専門的知見を踏まえるこ
とを制度的に担保し、かつ、内容の見直しを
適時行うことができる柔軟な仕組みとして、
土地基本法に基づく土地基本方針の策定を新
たに措置することとした。
令和2年5月26日に新たに策定した土地基
本方針では、低未利用土地の適切な利用・管
理を促進するための施策の推進や、管理不全
土地の適切な管理の促進を図る取組の推進、
オンライン化の取組も含めた各種台帳連携等
による土地・不動産に関する情報基盤の整
備・充実等が盛り込まれた。
土地基本方針は、その更新を通じて、所有
者不明土地対策をはじめとする土地に関する
個別施策を着実に展開していくこととされて
おり、関係省庁の施策の進捗や、所有者不明
土地法の見直しに向けた検討等を踏まえ、令
和3年5月28日に変更が行われた。
変更後の土地基本方針においては、
・民事基本法制の見直しによる所有者不明土
地の発生予防・円滑利用のための対応
・後述する所有者不明土地法施行後3年経過
の見直しに向けた検討
・その他、土地に関連する施策に関する記載
（防災・減災や、DXに資する情報連携の基盤
整備等に関する新たな取組等）
が新たな内容として主に盛り込まれた。

Ⅲ．今後の取組の方向性

改正土地基本法により、人口減少社会に対
応した土地政策の再構築に関する取組は大き
く進展した。
さらに、法務省において、所有者不明土地

の発生予防と利用の円滑化の両面から抜本的
な民事基本法制の見直しが行われ、相続登記
や住所申請登記等の申請義務化等を内容とす
る民法等の一部を改正する法律及び相続等に
より取得した土地を一定の要件の下で国庫に
帰属可能とする制度等を内容とする相続等に
より取得した土地所有権の国庫への帰属に関
する法律が令和3年4月21日に成立し、同月
28日に公布された。
こうした流れを踏まえ、国土交通省では、

所有者不明土地法の施行後3年経過の見直し
に向け、所有者不明土地の円滑な利活用・管
理を図る仕組みの拡充や、所有者不明土地の
発生予防等の観点から重要となる管理不全土
地や低未利用土地の利活用・管理を図る仕組
みについて検討を進めている。
具体的には、以下のような内容を主に検討

している。

ⅰ　所有者不明土地の円滑な利活用を図るた
めの仕組みの拡充
地域における新たな土地利用ニーズを踏ま

え、地域福利増進事業の対象事業の拡充を行
う。具体的には、地域の防災・減災に資する
備蓄倉庫等の防災関連施設や、再生可能エネ
ルギーの地産地消等に資する発電設備等の整
備に関する事業を新たに対象として追加する。
また、地域福利増進事業における使用権の

上限期間（10年）を延長する。
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ⅱ　管理不全土地の適正管理を図るための仕
組み
管理不全土地について、所有者による適正
管理を図るための地方公共団体による行政措
置（指導・勧告・命令・代執行等）を可能と
する仕組みを創設するほか、先般の民法改正
により創設された、管理不全土地について一
定の要件の下で、利害関係人の請求により裁
判所による管理人の選任を可能とする管理不
全土地管理命令制度について、地方公共団体
等による活用を可能とする特例を創設する。

ⅲ　低未利用土地の円滑な利活用を図るため
の仕組み
低未利用土地の利用ニーズのマッチング・
コーディネートや、適正な管理の確保等を目
的とする地域ごとの法人や協議会（いわゆる
ランドバンク）について、公的信用力を付与
するとともに、土地の利活用情報に精通する
主体の参画を確保するなど、その活動を促進
する仕組みを創設する。

今後は、国土審議会における調査審議等を
踏まえて更なる検討を進め、制度見直しの内
容を令和3年中目途でとりまとめ、次期通常
国会に必要となる法案を提出する予定である。
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